
■総 則

・目的、用語の定義、基本理念

・県、自転車利用者、県民、保護者、事業者、学校、関係団体の責務又は役割

■自転車の安全で適正な利用の促進に関する基本的施策等

・自転車小売業者、自転車貸付業者による安全で適正な利用に係る情報提供等

・自転車の点検及び整備

・乗車用ヘルメットの着用の推進

・道路環境の整備

・財政上の措置

■自転車損害賠償責任保険等への加入等

・自転車損害賠償責任保険等への加入

・自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等

・自転車損害賠償責任保険等に関する情報の提供等

【自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の構成イメージ】

今後のスケジュールについて 資料３
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第２回 検討委員会（令和５年７月）
条例（骨子案）の検討

第３回 検討委員会（令和５年１０月）
条例（素案）の検討

第４回 検討委員会（令和６年１月）
条例（最終案）の検討

条例議案の上程（令和６年２月県議会）

条例の公布・施行（令和６年４月１日）
（保険以外）

条例の施行（令和６年１０月１日）
（保険）

第１回 検討委員会（令和５年４月）
現状、必要性、スケジュールの説明

パブリック・コメントの実施
（令和５年１２月実施）

≪周知期間 広報啓発≫

令和５年６月県議会

〈条例（骨子案）の説明〉

〈条例（素案）の説明〉

令和５年９月県議会

令和５年１１月県議会

【山口県自転車の安全で適正な利用の促進に関する検討委員会の開催予定】
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